
都留市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。 

令和 5 年 9 月 27 日 

都留市長  堀 内 富 久 

 

都留市規則第 21 号 

都留市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則 

都留市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和 58 年都留市規則第 2 号)の一

部を次のように改正する。 

第 2 条第 1 項の表以外の部分中｢書類｣の次に｢及び市長が別に定める同意書｣を加

え、同項の表中「特別児童扶養手当所得状況届(様式第 8 号)」を「特別児童扶養手当

所得状況届(様式第 7 号)」に改める。 

第 5 条第 3 項及び第 4 項を削り、同条第 5 項中｢第 4 条｣を｢前条｣に改め、同項を同

条第 3 項とする。 

第 9条第 1項中｢重度心身障害者医療費助成金請求書(様式第 6号)｣を｢重度心身障害

者医療費助成金請求書(様式第 5 号)｣に改める。 

第 10 条中｢重度心身障害者医療費助成金受給資格等変更届(様式第 7 号)｣を｢重度心

身障害者医療費助成金受給資格等変更届(様式第 6 号)｣に改める。 

第 12 条中｢重度心身障害者医療費助成金受給者証返還届(様式第 9 号)｣を｢重度心身

障害者医療費助成金受給者証返還届(様式第 8 号)｣に改める。 

様式第 1 号を次のように改める。 
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